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第２１回薩摩川内市⾏政改⾰推進委員会 会議録 
 

開催⽇時 平成 28 年 10 月 26 日(水) 13:30～16:00 

開催場所 薩摩川内市役所 ６０１会議室 

出 席 者 

委 員 
吉 満 会 長 、小 島 副 会 長 、外 薗 委 員 、中 野 委 員 、德 田 委 員 、山 本 委 員 、

山下委員 

事務局 行政改革推進課長、同課長代理、同課職員 

傍聴者 なし 

 

□会次第 

会次第 主管課・室 

１ 開会 ― 

２ 補助金等評価 ― 

 ⑴ 青少年育成市民会議運営補助金 社会教育課 

 ⑵ 子ども会育成連絡協議会運営補助金（書類審査） 社会教育課 

 ⑶ 消防団分団運営補助金 警防課 

 ⑷ 消防団車庫詰所運営補助金（書類審査） 警防課 

 ⑸ 薩摩川内市防衛協会補助金 防災安全課 

 ⑹ 青色灯自主防犯活動事業補助金（書類審査） 防災安全課 

 ⑺ 人権教育推進補助金 学校教育課 

 ⑻ 小学校体育連盟運営補助金 学校教育課 

 ⑼ 学校保健会運営補助金 学校教育課 

 ⑽ 校外活動補助金 学校教育課 

 

□議事 
１ 開会 

○会長  
（挨拶）

２ 補助金等評価 

 ⑴ 青少年育成市民会議運営補助金 

（主管課説明後、質疑・協議） 

〇委員 ５ページに「青少年育成市民会議 

副会長」との記載があるが、会長はいない

のか。 

●主管課 市長が務めており、副会長から申

請をいただく形を取っている。 

〇委員 先日の「青少年育成の日つどい」も

大変有意義なイベントだったと思う。 

●主管課 ありがとうございます。今回も４

０５名の参加をいただき開催することが

できた。 

〇委員 補助金額は、平成２７年度少し増加

しているようだが、要領内の「補助金の額

は、予算で定める額以内」ということはど

ういう意味か。 

●主管課 補助金は、市の内部での査定後、

議会の承認を受けて、その予算額が決まる。

その額内で補助金を支出するという意味
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である。 

〇委員 これについては、効果の測定が難し

いというか、基本的に無理かなと思う。ほ

かにもそのような社会教育に関する事業

があると思う。この事業内容は青少年の健

全育成に寄与しているこということは、市

民の皆様も理解してもらえると思うが、も

っと広く市民に周知すべきだと思う。どの

くらいの市民がこの事業のことを知って

いるのか。限られた関係者だけのものにな

っていないか。 

●主管課 市民への認知度は、この青少年育

成市民会議が３５の団体で組織されてい

るため、ある程度あると思う。ＰＴＡ、子

ども会、地区コミュニティ協議会、警察、

小中学校、スポーツ少年団等である。市民

への周知は、地区コミュニティ協議会、地

区の青少年育成会、市のＰＴＡ連合会が担

っている。特に青少年育成会は１４の地区

に分かれていて、各地区に各地区のＰＴＡ

の会員、少年愛護委員の方、子ども会の

方々、地区コミュニティ協議会の方々、民

生委員の方々がおり情報共有・情報提供が

できている。 

〇委員 予算の範囲内ではなく、上限額を定

めて、その枠内で活動をさせる必要がある

のではないかと思うがどうか。 

●主管課 地区の活動については、地区育成

会活動助成費として、均等割と人数割とし

て児童・生徒１人当たり５円を加えた額を

助成金として支出している。助成金が大き

ければ大きいほど、大きな事業ができるの

は、確かであるが、市全体としても予算が

限られているのが実情である。 

〇委員 市としては、今後、補助金額が増加

していくことはないのか。 

●主管課 増額は基本的に難しく、むしろ減

額されていく方向である。平成２４年度１，

４４４千円の補助金があったのを、平成２

５年度に半減し７４５千円にした。ただし、

どうしても一部の事業実施に支障が出て

いることから、平成２７年度に平成２６年

度と比較して若干増額したものである。非

常にまれなケースである。 

〇委員 どこまでやったいいという上限が

見えづらい、評価がしづらい事業だと思う

ので、これに併せて補助金も上限がなくな

ってしまわないかということを危惧した

質問であった。 

○委員 少ない経費で大きな効果を得てい

ると考えている。事業費の財源の大半は補

助金だと思うが、仮に補助金が大きくなれ

ば、さらに効果的に大きな効果が生み出せ

るようなことも考えられるのか。 

●主管課 市の財政状況を考えるとなかな

かそのような検討は難しいと思う。市の補

助金は全般的に削減の方向である。現在は、

他団体と合同開催をするような形で予算

を持ち寄り、講師の謝金を分担しあうなど、

うまく事業展開ができているのかなと考

えている。 

○委員 青少年育成は市の重要な問題であ

るため、事業費の増額を検討してもよいの

かなというのが私の意見である。地区育成

会活動助成費が、３８，５００円～５０，

０００円となっているがどういう意味か。

育成会の規模によって異なるのか。もっと

増額できないのか。 

○主管課 育成会の規模により異なってい

る。市の補助金としての考えはさきほどの

とおりである。意見として承る。 

２ 補助金等評価 

 ⑵ 子ども会育成連絡協議会運営補助金（書

類審査） 

（事前質問なし） 

 

２ 補助金等評価 

 ⑶ 消防団分団運営補助金 

（主管課説明後、質疑・協議） 

〇委員 消防団の必要性については、市民も

火災や台風の際の対応、行方不明者の捜索

などよく理解していると思う。消防団の運

営経費は、市からの補助金や自治会員から
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の負担金をもとにした消防後援会の助成

などだと思うが、私の所属する自治会にお

いて消防後援会から消防団への助成は、今

年度３１万円である。消防団は、市民の安

全・安心を守っているということから、大

局的に考えて、全部とは言わないが、必要

なものは行政で広く負担する必要がある

のではないか。地元負担を軽減する意味か

ら、市からの補助金を増額する必要がある。

各自治会が各市民から徴収するというの

は、違和感がある。実は、今回、地元で１

００円の値上げ要請があったが、自治会員

への説明が難しい。 

●主管課 消防後援会に関しては、平成２５

年度の補助金等評価委員会においても同

じ意見があった。消防後援会がある地域と

ない地域がある中で、消防団の業務に関す

ることは、市の方で補助すべきということ

だ。当課としても認識しており、消防団運

営に必要なものは、市の補助金で対応をし

ている。それ以上の車の買い替えとか備品

整備などもほかの補助金で対応している。

消防後援会は、当課が所管・管理している

という訳ではないが、各地域において消防

団をバックアップしている団体だと認識

しており、大変、感謝をしている。各自治

会から消防の活動をなぜ市民が負担をし

なければならないのかという意見をいた

だくが、消防後援会の実態も、消防団に直

接、助成金を渡していたり、消防後援会で

出納管理をしていたり様々である。甑地域

には消防後援会がなく、本土地域でも大き

な自治会では負担が少なく、小さな自治会

では負担が多い傾向もある。行方不明者の

捜索時の消防団への炊き出しが自治会の

過度な負担にならないように、助成金の使

途などについて説明責任を果たすように

消防後援会の方にはお願いしている。現在

のところ、市民の負担を軽減するための補

助金の増額には至っていない。 

〇委員 収支精算書における活動費の詳細

が記載されていない。飲食に関する経費も

含まれているのではないかと思うがどう

か。団員の融和・親睦、慰労もある程度は

分かるが、経費の削減や、飲食を伴ってい

るのではあれば指導も必要なのではない

か。 

●主管課 収入には、補助金のほかに分団員

の経費も含まれている。支出に関しては、

一部、飲食も含まれていると思うが、幹部

会議などにおいて、今後も補助金は、その

趣旨に最もふさわしい形で活用するよう

に説明しながら、理解を得ていきたい。 

○委員 消防団の充足率はどれくらいか。 

●主管課 平成２８年１０月１日現在で、定

員が１，３２９人に対して、実員１，２６

４人、充足率が９５．１％である。 

○委員 過去に比べてどうか。 

●主管課 通常９５％から９７％で推移し

ている。団員は毎年３月に辞められて４月

に新しく入団するが、新しい方が見つけら

れず４月は９５％ぎりぎりくらいでそこ

から途中入団ということで徐々に上昇し

ていく。年度末に９７％くらいになる。 

○委員 服装など装備品の更新は問題ない

のか 

●主管課 １００％とは言わないが充実し

ていると考えている。 

○委員 各企業は、社員に消防団がいると市

との契約などで優遇があると思うが、この

優遇を厚くすると消防団の加入が進むと

思うがどうか。 

●主管課 建設業の入札資格のボランティ

ア活動のことだと思う。上限はあるが一人

あたり２ポイントの加算がある。市長部局

の方でやっていると思うが、現在の６０人

の消防団の欠員は甑島、樋脇、祁答院であ

り、それらの地域にも建設業があるので、

もしかしたら効果があるかもしれない。効

果がある、実施するとは即答できないので、

持ち帰る。 

○委員 各企業は、消防団に入ると入札資格
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に有利であることは認識しているのか。 

●主管課 当課に証明書を請求にくる。十分

に認識している。 

○委員 消防団員に市の職員は何人いるの

か。 

●主管課 １０８人いる。 

○委員 外国人の加入は認めているのか。 

●主管課 本市は日本国籍の方のみとなっ

ている。 

○委員 詰所内の消耗品と整備な施設の管

理は、要領の中で明確に補助対象だと思う

が、各行事の運営経費も補助対象に含まれ

るのか。第４条の「等」で読んでいるのか。 

●主管課 そのとおりである。 

○委員 この補助は、平成２５年に作られた

「消防団等充実強化法」の趣旨に含まれる

のか。 

●主管課 含まれると解釈している。ただし、

この補助金は、平成２５年のこの法律がで

きる前から、消防団の処遇改善のために支

出しており、法律に対応するために新設し

た補助金ではない。 

○委員 この補助金とさきほどの車の買い

替えとか備品整備などの補助金のほかに、

運営補助とかのための補助金はあったり

するのか。 

●主管課 ない。 

○副会長 団本部付き女性分団というのが

あるが、通常の分団には女性は加入できな

いのか。 

●主管課 女性は１，２６４人の団員うち６

４人いる。団本部付き女性分団は、２０人

いる。差し引き４４人の女性団員が各分団

に加入している。上甑に１２人、下甑に２

３人が入団している。女性は、団本部付き

女性分団以外の分団にも加入できる。 

  団本部付き女性分団は、合併前、平成１

４年に発足したが、甑地域の女性団員は昭

和３０年代から活躍していただいている。

甑地域は、男性が漁業に従事し留守が多い

ため、残った女性が活動を始めた経緯があ

るようだ。 

○副会長 団本部付き女性分団も自己資金

があるのか。 

●主管課 どの分団も月５００円とか団員

から集めている。団本部付き女性分団の場

合、庁舎管理経費は必要ないが、人形劇の

消耗品や防火訪問時の紙芝居、ハンドベル

のベルの台、衣装のスカーフを購入したり

している。平成２７年１０月現在、県内４

３市町村のうち３３市町村４１１人の女

性団員がいる。うち本市は６２人で、県内

で最多の女性団員がいる。 

○委員 団員の平均年齢はいくらか。 

●主管課 本市の場合、４３歳である。 

○委員 年齢制限はあるのか。 

●主管課 ない。団員を確保できないという

ことで、６０歳を超えた方もいらっしゃる。

当然、現場で動ける方になる。今のところ、

定年制度は設けていない。 

○委員 自分の体力に自信があるから団員

になっていると思うが、本当に活動できる

のかという人もいる。 

●主管課 各分団の幹部の方には、活動がで

きる方を確保するように依頼をしている。

地域のよっては平均年齢が４８歳のとこ

ろもあるが、とにかく無理に団員を残さな

いように、欠員になることも仕方ないとい

うことで話しをしている。 

○委員 支所の自衛消防団というのはある

のか。 

●主管課 支所部という形で消防団員に入

っている。 

○委員 公務災害も適用になるのか。 

●主管課 通常の消防団と同じである。 

○委員 報酬もあるのか。 

●主管課 ある。 

○委員 出動や警戒の報酬はいくらくらい

か。 

●主管課 費用弁償は、火事出場の場合など、

条例により１回４，５００円以内となって

いる。 
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○委員 警戒はどうか。 

●主管課 条例により１回４，５００円以内

となっているので、細分化し、訓練のみは

３，０００円、月２回のポンプ点検は１，

５００円などとなっている。 

○委員 支出はこの補助金から支出してい

るのか。 

●主管課 年額報酬も、今、お話した費用弁

償も別のところから支出している。 

○委員 それらは、どれくらいの経費がかか

っているのか。 

●主管課 費用弁償が年間５千万円、年額報

酬が年間６千万円になる。 

２ 補助金等評価  

 (4) 消防団車庫詰所運営補助金（書類審

査） 

（事前質問なし） 

 

２ 補助金等評価  

 (５)  薩摩川内市防衛協会補助金 

（主管課説明後、質疑・協議） 

〇委員 会費の割合のうち、自治会が占める

割合はどれくらいか。 

●主管課 今年度の総会資料によると、全体

の２３％程度である。 

〇委員 以前は総会にコミュニティ協議会

の会長が呼ばれていた。数年呼ばれていな

いが、２３％程度占めているのであれば出

席してもよいのかなと思う。 

●主管課 団体会員として、５００自治会が

加入している。約１割の４０自治会を抽出

し案内しているので、各自治体は数年に１

度、総会への出席をお願いする形になるの

かなと思う。個人・法人も多いので、何名

かを抽出して、総会の案内をしている。代

議員総会の代議員が概ね７０人になるよ

うに総会前の理事会で決定される。 

〇委員 私の意見では、自治会の加入が全体

の約２３％あるのであれば、コミュニティ

協議会長連絡会の会長は、総会に案内した

方がいいと思う。観桜会・観月会も同様で

ある。 

●主管課 ご意見の趣旨はよく理解してい

るつもりですが、実情を回答すると、地区

コミュニティ協議会としての加入ではな

いので、会員としての自治会に案内をして

いる。ただ、これからも案内しないという

ことではないので、このご意見は理事会に

報告したい。 

〇委員 収支精算書の協力活動費の内訳は

ないのか。 

●主管課 観桜会・観月会が自衛隊との共催

になるのでその経費、新入隊員後期教育入

隊式の経費、会長の代理出席の経費、その

他自衛隊が行う行事の協力の経費だった

りする。青年部会というのもあり、その活

動費も含まれている。 

〇委員 何か大きな１事業に多額の予算が

使われているという訳ではないのか。 

●主管課 毎年９月の川内駐屯地の周年記

念行事は、総体的には大きな事業であるが

それだけではない。 

〇委員 要領の「補助金の額は、予算の範囲

内の額とする。」とはどういう意味か。 

●主管課 これは市から補助金を支出する

時に、必要に応じて増額支出する場合や例

年と同額の場合、平成２５年度のように繰

越金が多いため、まったく支出しないとか

減額する場合があるということになる。 

〇委員 平成２８年度は、平成２７年度・平

成２６年度と比較し、補助金額が１０万円

増額している。この理由は何か。 

●主管課 薩摩川内市防衛協会の上部団体

として鹿児島県防衛協会というのがある

が、昨年度の総会において、基地が所在す

る防衛協会は、所在しない協会より多く負

担すべきであるというのが決定した。これ

により１０万円の増額となっている。 

〇委員 これからは毎年度３０万円になる

ということか。 

●主管課 そうなると考える。 

〇委員 自衛隊の必要性は、国民は理解して

いると思うが、どこまで補助金を上げるべ
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きか、上げてよいかということは、たとえ

ば３０万円だとか、主管課できちんと上限

を決めてほしい。 

●主管課 予算の範囲内というのは、上限額

を決めていないということではあるかも

しれないが、いくらでも補助金を出すとい

う訳ではない。平成２５年度は、繰越金が

補助金額を上回っている場合は、補助金を

支出しなかった。また、補助金のみに頼る

のではなく、会員拡大による会費収入など

の自主財源の確保や自主運営を促してい

る。 

〇委員 収支精算書において積立金の項目

があるが、現在、積立金はいくらか。 

●主管課 平成２７年度に積立金全額を収

入として繰り入れ、現在０円となっている。

平成２７年度の支出のとおり３０周年記

念式典に利用した。 

〇委員 収支精算書において積立金は、これ

を補助金の使途として認めているのか。 

●主管課 ５周年（例：２５周年）、丸周年

（例：３０周年）の年度には、大きな事業

費が必要になる。平成２７年度は、積立金

への支出はなかったが、平成２８年度から、

また３５周年に向けて積立を行っていく

ことになると思う。 

〇委員 事業実績書の活動内容は、前年度と

ほぼ同じか。 

●主管課 ９月５日、６日の川内駐屯地創立

３０周年記念行事が、周年事業として一部

異なっている。 

〇委員 国もある程度負担をしてほしいな

と個人的には考えるがどうか。 

●主管課 ３０周年事業は、自衛隊と防衛協

会が共催で行った経緯がある。防衛協会の

予算のみで行った訳ではない。 

〇会長 市防衛協会から県防衛協会への負

担金を１０万円増額するため、市から市防

衛協会への補助金を１０万円増額すると

いうことだが、国からの指示などがあるの

か。 

●主管課 昨年度の県防衛協会の総会での

決定事項となっている。現在、資料を持ち

合わせていないため、調査した上で報告し

たい。 

２ 補助金等評価  

 (６)  青色灯自主防犯活動事業補助金（書

類審査） 

（事前質問なし） 

 

２ 補助金等評価  

 (７)  人権教育推進補助金 

（主管課説明後、質疑・協議） 

〇委員 川内地域はなぜ補助金がないのか。 

●主管課 川内地域の市民と旧川内市役所

との取り決めにより、このような事業を希

望しないということだ。 

〇委員 旧４町地域はどうか。 

●主管課 そのような議論はない。 

〇委員 近年、補助金額が削減されているよ

うだがどうしてか。 

●主管課 平成２５年度は４万円×４地域、

平成２６年度は３万円×３地域、入来地域

のみが４万円、平成２７年度は３万円×４

地域となっている。 

〇委員 講演会をしたほうがいいという地

域がある一方、しない方がよいという地域

があるならば、市民の税金がもととなる補

助金による事業としては、見直しなどをし

てもよいのではないか。違いは何か。 

●主管課 地域性になる。とにかく積極的に

実施したいという地域があるし、人権教育

一般としてさらに展開したいという地域

もある。 

〇委員 市には人権擁護員もいるので、一緒

に取り扱う方法もあるのではないか。忘れ

られた方がよいのかな。川内地域の考え方

のように、事業を推進すれば、記憶に残っ

ていくという考えもうなずける。教職員は

どのような考えか。 

●主管課 教職員にも様々な考え方の教職

員がいると思う。 

〇会長 私は県の社会教育関係のリーダー
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研修に参加したが、同和問題を含む内容の

研修だった。取り扱いは様々だと思う。 

〇委員 同和地区は、かつて資金を借り入れ

たりするときに優遇があると聞いたこと

がある。必要なものとそっとしておいたほ

うがよいものがあると思う。 

〇委員 同和問題というものは、色々な経緯

があって現在に至っていると思う。同和問

題に係る特別措置法は今ではなくなって

いると思う。現在では、教育の中で同和問

題は、人権教育となっていると思う。人権

教育の中で、未だにある同和問題を取り扱

っているという形だ。人権教育の一環で、

市が行うべき役割の一つとして、補助を出

していることは問題ないと考える。補助先

も学校の先生の団体、代表は校長先生とい

うことで適切に運営もなされていると思

う。 

２ 補助金等評価  

 ⑻ 小学校体育連盟運営補助金 

（主管課説明後、質疑・協議） 

〇委員 中学校はないのか。 

●主管課 中学校体育連盟というのがある

が、負担金で運営をされている。中学校体

育連盟は、自主的に運営が出来ているが、

小学校は教育委員会主催ということで、陸

上記録会、水泳記録会の運営を小学校体育

連盟に頼っている状態である。 

〇委員 ７月２３日に甑島地域水泳記録会

があるが、これらは各地域で開催日を決定

するのか。 

●主管課 地域ごとに決定している。陸上記

録会は、市全体で行うので、全体で日程調

整している。 

〇委員 収支精算書の役員手当で看護師謝

金等というのがあるが、看護師謝金がここ

でよいのか。 

●主管課 大会運営の中で、専門的な看護師

が必要ということで招へいしている。役員

扱いとなっている。 

〇委員 役員手当は支払われているのか。 

●主管課 各大会は補助先の小学校体育連

盟の先生たちで基本的に運営されている

が、この先生たちには支払われてはいない。

さきほどの外部の看護師のような方に救

護係兼役員となってもらい支払いを行っ

ている。 

〇会長 役員手当という名称は再検討が必

要かもしれない。 

〇委員 看護師はどこか外部の病院の看護

師か。市の職員ではないのか。 

●主管課 川内市医師会にお願いしている。 

〇委員 保健師は、看護師でもあるので、市

の保健師が対応する方法もあるのではな

いか。謝金は不要になる。 

●主管課 過去に検討したが、日程調整が難

しかったという経緯がある。 

〇委員 消防の救急、病院との連携があるの

であれば、病院の看護師を手配する意味も

分かるが、自前（市）の保健師で対応する

のが基本であると思う。 

●主管課 日程調整の面もあるので、今後、

検討していきたい。 

 

 

２ 補助金等評価  

 ⑼ 学校保健会運営補助金 

（主管課説明後、質疑・協議） 

〇委員 小学校１年生に配布される健康ガ

イドブックというのがあるが、配布後の活

用は、検証されているのか。有効活用され

ているのか。 

●主管課 子どもが始めて小学校に入学す

る保護者が大きな不安を抱えているだろ

うということで、学校保健のあり方や予防

接種のことをお知らせする内容になって

いる。データを取っているわけではないが、

非常に役に立っていると認識している。内

容についても、今年度は、医師会の先生に

ご助言をいただきながら、食物アレルギー

のことを新規に記載するなど更新も行っ

ている。 

〇委員 里・上甑地域の地域活動報告が添付

されていないが、必要ないのか。 
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●主管課 平成２６年度までは本土、里・上

甑、鹿島・下甑の３地域で個別に活動をし

ていたが、平成２８年度は市全体で活動を

しようということになっている。平成２７

年度はその過渡期で、里・上甑は本土の活

動に参加する形、鹿島・下甑は個別に活動

を行う形のため、本土と鹿島・下甑の２つ

の活動報告が実績報告書に添付されてい

る。 

〇委員 里・上甑地域の地域活動費は何に使

われているのか。 

●主管課 本土地域の活動に参加するため

の旅費に支出されている。 

〇委員 里・上甑地域も本土に行くという形

で地域活動をしたのであれば、やはり活動

報告が必要だと思う。 

●主管課 本土地域の活動報告に含んでい

るのではないかなどを事務局に確認した

い。 

２ 補助金等評価  

 ⑽ 校外活動補助金 

（主管課説明後、質疑・協議） 

〇委員 以前、小学校の児童の場合は、返納

金があったと思うが、中学校の生徒の場合

はないのか。 

●主管課 中学生の場合は、実績払いのため、

返納金は、基本的に発生しない。 

２ 補助金等評価 まとめ 

 ⑴ 青少年育成市民会議運営補助金 

〇会長 本補助金の外部評価の視点別評価

について公益性、必要性、有効性、適格性

及び妥当性は、いずれも「高い」という評

価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 それでは今後の改革の方向性とし

て、外部評価は「現状のまま継続」という

評価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 以上で青少年育成市民会議運営補

助金を終了する。 

２ 補助金等評価 まとめ 

 ⑵ 子ども会育成連絡協議会運営補助金 

〇会長 本補助金の外部評価の視点別評価

について公益性、必要性、有効性、適格性

及び妥当性は、いずれも「高い」という評

価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 それでは今後の改革の方向性とし

て、外部評価は、「現状のまま継続」とい

う評価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 以上で子ども会育成連絡協議会運

営補助金を終了する。 

２ 補助金等評価 まとめ 

 ⑶ 消防団分団運営補助金 

〇会長 前回評価では、「消防団分団や消防

後援会の資産状況などを調査する必要が

ある。」という意見があったが、あまり調

査は進んでいないような印象を受けた。支

出の内容も詳しい記載がなかったように

感じた。 

本補助金の外部評価の視点別評価につ

いて公益性、必要性、有効性、適格性及び

妥当性は、いずれも「高い」という評価で

よろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 それでは今後の改革の方向性につ

いて意見はないか。「現状のまま継続」や

「見直しの上で継続（補助内容の改善）」

または、場合によっては市民の負担軽減の

ため「見直しの上で継続（拡大）」もあり

うると考えている。 

〇委員 この補助金としては、「現状のまま

継続」でよいのではないか。 

〇委員 食糧費は後援会から支出されてい

るということだが、地域市民の負担軽減と

いう面では、この補助金は少し拡大しても

よいのかなと思う。 

〇会長 消防団員へは費用弁償があり、この

補助金、消防後援会からの後援、別に寄付

などもあると思うので、全体的に判断して

いく必要がある。今回、この補助金でどう

こうして解決というは、難しいと思う。消

防団に係る全体の仕組みとして、検討が必

要だと思う。自治会の負担は、自治会の仕



 
 

  
9 

組み、在り方としても検討がなされないと、

この補助金の取り扱いだけで解決できな

い。 

〇副会長 小規模の自治会では、負担が大き

くなっているということで、そのことは懸

念事項として記載する方法があるのでは

ないか。 

〇会長 それでは今後の改革の方向性とし

て、外部評価は、「現状のまま継続」とい

う評価でよろしいか。ただし、「消防団へ

の各支援の仕組みについて、全体的な調

整・再検討が必要だ。」というのを記載す

る必要があると思う。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 以上で消防団分団運営補助金を終

了する。 

２ 補助金等評価 まとめ 

 ⑷ 消防団車庫詰所運営補助金 

〇委員 この補助金は、平成２８年度、どう

なるのか。 

●事務局 平成２７年度は向田消防後援会

と大小路消防後援会の２団体に補助を行

っていたが、平成２７年度途中で向田消防

後援会の補助も不要になったので、平成２

８年度は、大小路消防後援会の１団体のみ

の補助になる。 

〇会長 本補助金の外部評価の視点別評価

について公益性、必要性、有効性、適格性

及び妥当性は、いずれも「高い」という評

価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 それでは今後の改革の方向性とし

て、内部評価の「廃止」同様、外部評価も

「廃止」という評価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 以上で消防団車庫詰所運営補助金

を終了する。 

２ 補助金等評価 まとめ 

 ⑸ 薩摩川内市防衛協会補助金 

〇会長 平成２８年度の補助金１０万円増

額の経緯が不明確である。 

〇委員 青年部への助成支出が必要なのか

なとも思う。 

〇会長 県防衛協会にも青年部があり、旅費

などが必要になる場合があると認識して

いる。今回は、評価できないので、再度、

補助金１０万円の詳細を聞いたうえで評

価したい。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 以上で薩摩川内市防衛協会補助金

を終了する。 

２ 補助金等評価 まとめ 

 ⑹ 青色灯自主防犯活動事業補助金 

〇委員 防犯パトロールは、どれだけ実施し

たら効果が上がるのか。上限額を定めて補

助金を支出する必要がある。 

〇会長 これは、近年、駐在所の統廃合など

もあり、自衛団的な要素で地区コミュニテ

ィ協議会が担っている面が大きいと思う。

補助は引き続き必要なのではないかと思

う。 

〇委員 補助の必要性は認めるが、どこまで

も増額していくというのなら問題だと思

う。 

〇会長 それでは、いづれかの時期には上限

を設ける必要があることを記載したいと

思う。本補助金の外部評価の視点別評価に

ついて公益性、必要性、有効性、適格性及

び妥当性は、いずれも「高い」という評価

でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 それでは今後の改革の方向性とし

て、外部評価は、「現状のまま継続」とい

う評価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 以上で青色灯自主防犯活動事業補

助金を終了する。 

２ 補助金等評価 まとめ 

 ⑺ 人権教育推進補助金 

〇委員 この補助金については、廃止して、

人権擁護委員に活動をお願いしてもよい

のかなと思う。 

〇委員 人権養護委員は市長部局であって、

教育の一環で行っていく必要があるとい
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う経緯があるようだ。 

〇会長 補助金は年々削減されているよう

だ。 

〇委員 適格性及び妥当性は低いのではな

いか。外部評価は、「見直しの上で継続（補

助内容の改善）」がよい。 

〇会長 本補助金の外部評価の視点別評価

について公益性、必要性、有効性は「高い」、

適格性及び妥当性は「低い」でどうか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 それでは今後の改革の方向性とし

て、外部評価は、「見直しの上で継続：補

助内容の改善」という評価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 以上で人権教育推進補助金を終了

する。 

２ 補助金等評価 まとめ 

 ⑻ 小学校体育連盟運営補助金 

〇会長 本補助金の外部評価の視点別評価

について公益性、必要性、有効性、適格性

及び妥当性は、いずれも「高い」という評

価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 それでは今後の改革の方向性とし

て、外部評価は、「現状のまま継続」とい

う評価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 以上で小学校体育連盟運営補助金

を終了する。 

２ 補助金等評価 まとめ 

 ⑼ 学校保健会運営補助金 

〇会長 本補助金の外部評価の視点別評価

について公益性、必要性、有効性、適格性

及び妥当性は、いずれも「高い」という評

価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 それでは今後の改革の方向性とし

て、外部評価は、「現状のまま継続」とい

う評価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 以上で学校保健会運営補助金を終

了する。 

２ 補助金等評価 まとめ 

 ⑽ 校外活動補助金 

〇会長 本補助金の外部評価の視点別評価

について公益性、必要性、有効性、適格性

及び妥当性は、いずれも「高い」という評

価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 それでは今後の改革の方向性とし

て、外部評価は、「現状のまま継続」とい

う評価でよろしいか。 

〇委員 異議なし。 

〇会長 以上で校外活動補助金を終了する。 

 


